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下

曽

我

遺

跡

と

出

土

木

簡

は

じ

め

に

神
奈
川
県
小
田
原
市
永
塚
に
あ
る
下
曽
我
遺
跡
は
関
東
地
方
は
も
と
よ
り
、

全
国
で
も
最
も
早
い
時
期
に
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
。
し
か

し
こ
の
木
簡
が
出
上
し
た
遺
跡
に
つ
い
て
の
正
式
な
報
告
書
は
な
く
、
詳
細
は

不
明
の
ま
ま
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
こ
と
に
木
簡
に
関
し
て
は
早
く
よ
り
そ
の

存
在
が
知
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
正
確
な
デ
ー
タ
が
公
に
さ
れ
な
い
た
め
、

内
容
も
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。

本
論
は
筆
者
が
国
学
院
大
学
考
古
学
資
料
館
な
ら
び
に
神
奈
川
県
立
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
に
伝
存
す
る
出
土
遺
物
、
遺
構
の
図
面

・
写
真
な
ど
の
資
料
、

ま
た
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
り
推
測
す
る
こ
と
の
で
き
た
発
掘
調

査
の
経
緯
、
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
主
な
遺
物
の
内
容
、
遺
跡
の
性
格
等
々
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
得
た
こ
と
の
、
い
わ
ば
調
査
途
中
に
お
け
る
概
要
の
報
告

で
あ
る
。

鈴

木

靖

民

一
　

発
掘
調
査

の
契
機

こ
の
遺
跡
は
小
田
原
市
域
の
東
を
相
模
湾
に
向
か
っ
て
流
れ
る
酒
匂
川
の
左

岸
約
二

。
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
曽
我
山
曲
麓
の
西
に
あ
る
Ｊ
Ｒ
御
殿
場
線
下
曽

我
駅
の
西
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
酒
匂
川
河
口
ま
で
約
二

・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。
調
査
さ
れ
た
地
点
は
、
現
在
、
同
所
に
建
つ
曽
我
病

院
の
裏
手
、
永
耕
園
前
の
駐
車

場
か
ら
北

へ
道
路
を

へ
て
ラ
ン

プ

・
ウ
ェ
イ
あ
た
り
ま
で
で
、

＞

西
の
低
台
地
の
東
斜
面
か
ら
沖

奸
積
地
に
わ
た
って
い
る
（地形

分蒻
図参
照）。な
お
当
時
お
よ
び
現

晰

在
の
字
名
は
病
院
の
主
要
建
物

側
　
の
地
を
曽
我
岸
と
い
い
、
小
川

　
６３

を
隔
て
て
西
隣
に
存
在
し
た
遺

　

．



跡
を
永
塚
と
い
う
。　
一
九
五
四
年
に
小
田
原
市
と
合
併
す
る
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ

足
柄
下
郡
下
曽
我
村
字
岸
、
上
府
中
村
字
永
塚
と
称
し
た
。
さ
ら
に
上
府
中
村

に
は
永
塚
の
南
に
字
千
代
が
あ

っ
た
。
こ
の
遺
跡
が
下
曽
我
遺
跡
の
ほ
か
、
永

塚
遺
跡
と
呼
ば
れ
、
人
に
よ
っ
て
は
千
代
遺
跡
と
も
い
わ
れ
る
の
は
、
遺
跡
の

発
掘
の
事
情
に
も
深
く
か
か
わ
る
が
、
字
名
が
入
り
組
ん
だ
地
域
に
あ
た
っ
て

い
る
こ
と
に
も
よ
る
。

こ
の
地
跡
が
発
掘
調
査
さ
れ
た
最
初
は
、　
一
九
六
〇
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
契
機
は
進
か
早
く
、
第
二
次
大
戦
前
に
湖
る
。
小
田
原
市
の
旧
上

府
中
村
の
千
代

一
帯
は
千
代
台
と
も
い
わ
れ
、
古
代
瓦
の
散
布
が
顔
著
で
付
近

の
人
々
の
間
に
寺
院
跡
で
あ

っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
千
代

廃
寺
を
中
心
と
す
る
踏
査
が
横
須
賀
市
在
住
の
考
古
学
者
赤
星
直
忠
氏
に
よ
り

初
め
て
行
な
わ
れ
た
の
は

一
九
三

一
年
八
月
二
四
日
の
こ
と
で
あ
術
一
こ
の
赤

星
氏
が
下
曽
我
遺
跡
の
発
見
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
千
代
の
地
域
は
現
在
、

八
ｉ
九
世
紀
に
何
度
か
移
転
を
繰
り
返
し
た
相
模
国
府
の
推
定
地
の
一
つ
に
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
千
代
廃
寺
も
国
分
寺
に
擬
す
説
が
あ
る
が
、
戦
前
に
お
い
て

は
師
長
国
造
の
所
在
地
と
し
て
も
注
目
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
締
．
赤
星
氏
が
戦

争
中
も
こ
の
地
域
の
調
査
を
続
け
て
い
た
こ
と
は

一
九
四
三
年
に
古
瓦
の
小
論

文
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
に
も
窺
わ
れ
る
病
）
戦
後
、
神
奈
川
県
文
化
財
録
護

専
門
委
員
と
し
て
、　
一
九
五
七
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
同
地
の
住
民
が

耕
地
整
理
と
排
水
工
事
の
際
に
発
見
し
た
田
下
駄
な
ど
を
調
査
し
、
県
に
報
告

し
た
。
翌
五
八
年
に
は
赤
星
氏
が
県
の
事
業
と
し
て
軽
部
慈
愚

。
大
岡
実
両
氏

ら
と
語
ら
い
、
県
教
育
委
員
会
と
小
田
原
市
の
共
同
で
三
月
末
か
ら
四
月
ま
で
、

第

一
回
の
千
代
台
調
査
を
始
め
、
発
掘
成
果
の
概
略
を
ま
と
め
灯
．

一
九
六
〇
年
四
月
五
日
、
県
と
小
田
原
市
が
千
代
廃
寺
跡
調
査
の
一
部
と
し

て
そ
の
北
方
の
永
塚
で
遺
跡
分
布
調
査
を
実
施
し
て
い
た
時
、
曽
我
病
院
敷
地

内
の
土
取
工
事
場
で
黒
色
湿
泥
層
の
中
に
多
量
の
木
片
、
土
師
器

・
須
恵
器
の

破
片
を
認
め
、
遺
跡
の
重
要
性
を
知

っ
た
の
で
あ
っ
簡
．

一
一　
発
掘
調
査

の
経
緯

下
曽
我
遺
跡
は
赤
星
氏
が
長
年
抱
き
続
け
た
こ
の
地
域

へ
の
考
古
学
的
歴
史

学
的
関
心
の
末
、
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
遺
跡
の
存
在
を
知

っ
た

国
学
院
大
学
の
樋
口
清
之
氏
の
主
宰
す
る
考
古
学
第

一
研
究
室
お
よ
び
考
古
学

資
料
室
の
大
脇
直
泰
氏
や
学
生
た
ち
が

一
九
六
〇
年
六
月

一
二
日
か
ら
二
一
日

ま
で
、
先
に
県

へ
届
け
を
出
し
て
緊
急
発
掘
を
行
な
っ
簡
．

こ
の
第

一
次
調
査
で
は
病
院
裏
の
遺
跡
の
東
半
分
を
ほ
ぼ
発
掘
し
た
。
す
な

わ
ち
南
北
方
向
に
幅

一
メ
ー
ト
ル
、
こ
れ
と
直
交
し
て
中
央
を
東
か
ら
西
方
向

に
幅

一
メ
ー
ト
ル
の
長
い
ト
レ
ン
チ
が
入
れ
ら
れ
た
。
北
側
の
最
初
の
遺
物
出

土
地
域
に
も
ト
レ
ン
チ
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
土
器
類

・
木
製
品
な
ど
が

多
数
出
土
し
た
。　
と
く
に
東
西
ト
レ
ン
チ
で
井
戸
跡

（
一
号
井
一戸
お
よ
び
そ
の
直

下
に
あ
る
二
号
井
戸
の
木
枠
頭
部
）
を
検
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、　
そ
れ
自
体

を
調
査
せ
ず
、
そ
の
周
辺
か
ら
木
製
品

。
建
築
部
材

（柱
）
・
杭

。
緑
釉
陶
器

・



下曽我遺跡と出土木簡

（７
）

火
切
板

・
魚

。
「西
」
宇
を
刻
し
た
木
皿
な
ど
を
見
付
け
た
。
こ
の
中
に
付
札
状（８
）

木
製
品
や
木
片
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
調
査
に
立
ち
会

っ
て
い
た
赤
星
氏
の
報
告

の
ほ
か
、
国
学
院
大
学
所
蔵
の
遺
物
の
注
記
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
が
、
山
田
実

氏
な
ど
当
時
の
発
掘
参
加
者
か
ら
の
聞
き
取
り
、
『
国
学
院
大
学
考
古
学
資
料

室
要
覧
』

一
九
七
三

（下
曽
我
遺
跡
出
土
遺
物
）
の
キ
ャ
ブ
シ
ョ
ン
に
よ
る
と
、

付
札
状
木
製
品
の
こ
と
を
木
簡
と
呼
ん
だ
疑
い
が
強
い
。
国
学
院
大
学
所
蔵
の

墨
痕
の
あ
る
木
簡
が
第

一
次
調
査
で
見
付
か
っ
た
こ
と
は
確
証
を
欠
く
た
め
断

定
で
き
な
い
が
、
可
能
性
は
高
い
。
た
だ
し
、
こ
の
種
の
木
片
は
掘
り
上
げ
た

時
で
な
く
、
水
洗
い
な
い
し
整
理
段
階
に
な
っ
て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
同
大
学
所
蔵
の
墨
書
土
器
に
は
こ
の
時
出
上
し
た
も
の
が
あ
る
。

県
側
の
発
掘
は
予
算
な
ど
の
都
合
で
遅
れ
、
六
月
二
二
日
よ
り
二
七
日
ま
で

赤
星
氏
、
県
教
育
委
員
会
担
当
者
の
神
沢
勇

一
氏
、
立
教
大
学
の
岡
本
勇
氏
、

横
須
賀
考
古
学
会
会
員
な
ど
の
手
で
行
な
わ
れ
た
。
国
学
院
大
学
が
発
掘
し
た

東
方
の
低
地
を
合
め
て
そ
の
西
方

一
帯
を
調
査
し
、
そ
の
中
央
に
幾
つ
も
の
木

枠
で
囲
ま
れ
た
井
戸

（
一
二
一号
井
一Ｅ

が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
杭
で
支
え
ら
れ
た

横
木
で
仕
切
ら
れ
た
階
段
状
の
礫
敷
を
通
路
と
し
て
低
地
の
沼
縁
に
至
る
遺
構

で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
井
戸
の
中
お
よ
び
周
囲
、
ま
た
礫
敷
か
ら

平
安
初
期
と
推
定
さ
れ
る
土
器

・
布
目
瓦
、
そ
れ
に
木
片

。
木
製
品
な
ど
を
検

出
し
簡
一
こ
の
木
片
の
中
に
、
当
時
と
く
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
、
神

奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
二
点
の
木
簡
が
含
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
井
戸
は
杉
割
板
を
竪
に
並
べ
た

一
辺
六
、
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
方

形
を
塁
し
、　
一
辺
約
ニ
メ
ー
ト
ル
の
木
枠
で
囲
ま
れ
、
さ
ら
に

一
辺
約
四
メ
ー

（Ю
）

ト
ル
の
木
枠
で
囲
む
も
の
で
、
付
近
に
は
角
材
な
ど
が
散
乱
し
て
お
り
、
相
当

の
建
造
修
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
術
．
ま
た
埋
文
セ
ツ
メ
ー
所
蔵
の
墨
書

上
器
は
こ
の
時
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

国
学
院
大
学
の
第
二
次
調
査
は
六

一
年
三
月
二
四
日
か
ら
四
月
八
日
、　
三

一

日
か
ら

一
七
日
ま
で
、
住
居
跡
す
な
わ
ち
集
落
の
確
認
を
目
的
に
行
な
わ
れ
た
。

四
本
の
ト
レ
ン
チ
を
設
け
、
弥
生
後
期
と
思
わ
れ
る
木
柵
状
遺
構

（畦
畔
か
）
、

曲
物

。
台
付
折
敷

・
鶴
嘴
状
木
製
品

。
竪
杵

・
砧
な
ど
、
そ
れ
に
土
師
器

。
須

恵
器

。
木
片
を
検
出
し
た
。
国
学
院
大
学
所
蔵
の
墨
書
土
器
の
一
部
、
付
札
状

木
製
品

・
木
片
の
多
く
は
こ
の
調
査
で
採
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
記

か
ら
分
か
る
。
井
戸
も
前
年
知
ら
れ
た
井
戸
跡
を
本
格
的
に
調
査
し
、

一
号
の

下
に
方
向
を
変
え
て
升
形
の
木
枠
を
も
つ
二
号
井
戸
を
検
出
し
、
さ
ら
に
別
の

（‐２
）

井
戸

全
二
号
井
一ε

も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
の
遺
跡
が
弥
生
後
期
か
ら
平
安
初
期
に
わ
た
る
複
合
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は

既
に
前
年
か
ら
予
測
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
調
査
に
伴
い
、
そ
の
重
要
性
が
よ

（‐８
）

り
鮮
明
に
な

っ
た
。

国
学
院
大
学
に
よ
る
第
三
次
調
査
は
六
二
年
八
月
二
〇
日
か
ら
九
月

一
日
ま

で
、　
一
〇
月
六
日
か
ら
八
日
ま
で
行
な
わ
れ
た
。
井
戸
跡
周
辺
と
第
二
次
調
査

で
検
出
し
た
木
柵
状
遺
構
の
延
長
地
域
の
調
査
で
あ
り
、
前
回
調
査
の
南
側
に

接
し
て
三
本
の
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
た
。
井
戸
は
二
号
の
升
形
の
中
に
四
角
い
木

（‐４
）

枠
を
検
出
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
七
九
六
年
鋳
造
の
隆
平
永
宝

一
点
の
他
、
曲
物



・
木
器

・
弥
生
土
器

・
土
師
器

。
須
恵
器

・
金
銅
環
な
ど
が
出
上
し
溢
呼
国
学

院
大
学
が
所
蔵
す
る
墨
書
土
器
、
上
下
端
が
尖

っ
た
木
製
品
に
は
第
三
次
調
査

時
と
注
記
さ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

井
戸
に
つ
い
て
は
、
周
辺
に
荻
多
く
分
布
す
る
木
枠
組
は
廃
棄
さ
れ
た
井
戸

の
古
い
木
枠
で
あ
り
、
井
戸
全
体
が
少
な
く
と
も
八
回
以
上
作
り
替
え
ら
れ
、

時
代
も
弥
生
後
期
か
ら
平
安
初
期
に
ま
で
及
ぶ
と
の
所
見
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ

は
六
二
年

一
〇
月
末
の
日
本
考
古
学
協
会
大
会
で
の
発
表
の
折
に
、
第

一
次

・

第
二
次
を
ひ
っ
く
る
め
た
調
査
結
果
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
初
め
て

「木
簡
破
片
」
の
語
が
見
え
続
．

〓
一　
調
査
後

の
事
情
と
成
果

の
公
表

こ
の
よ
う
に
下
曽
我
遺
跡
は
国
学
廃
大
学
と
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
が
別
個

に
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
と
い
う
状
況
に
加
え
て
、
し
か
も
そ
の
後
、
国
学
院

大
学
の
成
果
は
報
告
書
の
準
備
段
階
に
調
査
主
任
の
自
宅
が
火
災
と
い
う
不
慮

の
事
故
に
遭

っ
て
資
料
の
大
半
を
失
う
事
態
に
見
舞
わ
れ
、
現
在
も
な
お
具
体

的
事
実
は
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
間
、
上
記
し
た
そ
の
時
々
の
発
掘
成
果
の
概
略
が

一
九
六

一
年
か
ら
六

三
年
に
か
け
て
の

『
横
須
賀
考
古
学
会
年
報
』

『
日
本
考
古
学
年
報
』

な
ど
に

報
じ
ら
れ
た
。　
一
九
七
三
年

一
二
月
に
な
っ
て
、
国
学
院
大
学
考
古
学
資
料
室

（現
考
古
学
資
料
館
）
で
は
収
蔵
す
る
出
土
遺
物
、　
お
よ
び
僅
か
に
残

っ
た
遺
構

の
実
測
図
や
写
真
、
発
掘
参
加
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド

・
ノ
ー
ト
と
記
憶
な
ど
に
も

と
づ
き
、
遺
跡
の
全
測
図
、
主
要
な
遺
物
の
写
真

。
実
測
図
、
調
査
の
概
要
の

解
説
を
盛
り
込
ん
だ
概
報
を
刊
行
し
簡
．
同
書
に
は
木
簡

。
付
札
状
木
製
品

。

木
片

・
墨
書
土
器

・
彩
釉
陶
器

・
銭
貨
な
ど
の
写
真
と
実
測
図
が
載
る
が
、
全

測
図
の
三
次
に
わ
た
る
調
査
区
域
、
井
戸
の
位
置
に
は
誤
り
が
あ
る
。
こ
と
に

重
複
し
て
検
出
さ
れ
た
井
戸
跡
は
す
べ
て
発
掘
当
時
の
養
魚
場
の
北
側
、
現
在

の
永
耕
園
の
前
に
建
つ
井
戸
跡
の
標
識
の
地
点
と
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
続
．

こ
れ
ら
の
図
面
は
発
掘
参
加
者
が
直
接
担
当
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
教
示

を
も
と
に
刊
行
に
当
た
っ
て
学
芸
員
が
作

っ
た
と
い
う
。
木
簡
は
二
点
あ
る
が
、

実
測
図
は
当
時
、
現
物
の
塁
痕
を
学
芸
員
の
青
木
豊
氏
が
肉
眼
で
見
取

っ
た
も

（‐９
）

の
で
あ
る
と
い
う
。
出
土
品
は
現
在
も
考
古
学
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
、
大
部
分

は
展
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
で
は
、
出
土
品
は
発
掘
に
あ
た
っ
た
赤
星
氏

お
よ
び
横
須
賀
考
古
学
会
の
関
係
で
、
当
初
は
横
須
賀
市
の
赤
星
氏
宅
な
い
し

は
同
所
に
あ

っ
た
考
古
学
会
の
建
物
、
や
が
て
同
氏
が
研
究
員
を
し
て
い
た
横

須
賀
市
博
物
館

（現
人
文
博
物
館
）
に
保
管
さ
れ
筋
．
六
五
年
頃
、
神
奈
川
県
立

博
物
館
準
備
事
務
室
の
設
置
に
伴
い
、
同
室
の
神
沢
勇

一
氏
な
ど
が
同
博
物
館

へ
搬
入
し
、
六
七
年
四
月
の
開
館
時
に
は
井
戸
跡
の
写
真
。ハ
ネ
ル
と
共
に
展
示

に
も
供
さ
れ
緬
．
七
九
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
二
〇
に
は
、

遺
跡
名
を
下
曽
我
精
神
病
院
内
遺
跡
と
称
し
て
、
県
立
博
物
館
保
管
の
木
簡
を

は
じ
め
と
す
る
主
な
遺
物
の
写
真
お
よ
び
遺
跡
の
衝
略
な
解
説
が
掲
載
さ
れ
た
。



下曽我遺跡と出土木簡

遺
物
は

一
九
八

一
年
暮
に
は
翌
八
二
年
四
月
か
ら
開
設
さ
れ
る
県
立
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
に
移
管
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
初
．
埋
文
セ
ン
タ
ー
で
は
遺

跡
を
永
塚
遺
跡
と
し
て
い
る
。

四
　
木
簡
と
出
土
文
字
資
料

文
字
資
料
と
し
て
は
木
簡
と
墨
書
上
器
、
前
述
の
刻
書
木
皿
が
あ
る
。
木
簡

は
国
学
院
大
学
に
二
涌
、）
埋
文
セ
ン
タ
ー
に
二
諦
が
る
。
国
学
院
大
学
の
木
筒

は
現
在
所
在
が
確
認
で
き
ず
、
『
要
覧
』

所
載
の
写
真
と
実
測
図
に
よ
る
と
、

一
点

盆
号
）
は
、

□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ａ
）
×
Ｎ
×
ｗ　
　
　
　
ｏ
解

で
、
三
文
字
の
墨
痕
が
あ
る
が
、
判
読
不
能
で
あ
り
、
形
状
は
上
下
端
と
も
折

損
し
て
い
る
た
め
、
原
形
も
分
か
ら
な
い
。
も
う

一
点

（二
号
）
は
、

□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
（篤
ｏ
を
ｇ
ｅ
×
駅
×
ｗ　
　
　
　
ｏ
解

で
、
五
文
字
の
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
、
判
読
は
で
き
な
い
。
上
下
端
と
も
折

損
し
て
い
る
。

県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
木
筒
は
と
も
に
ほ
か
の
木
製
品
と
同
じ
く
、

自
然
乾
燥
状
態
に
あ
る
が
、　
一
点

（三
号
）
は
、

「
六
十
四
」
　
　
　
　
　
　
　
　
ド認
×
埓
×
ミ
ｉ
⇔
　
　
　
　
ｏ
留

で
あ
り
、
長
方
形
の
材
の
上
端
の
角
を
両
方
と
も
落
と
し
て
山
形
に
し
、
下
端

を
尖
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
三
文
字
は
刀
子
の
よ
う
な
も
の
で

一
面
の
み
に
刻
書

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｌ

で
あ
る
。

形
状
か
ら
は
貢
進
物
に
付
け
る
付
札
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
物
品
の
名

は
な
く
、
数
量
の
単
位
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
数
字
は
物
品
の
内
容
に
直

接
か
か
わ
ら
な
い
何
か
の
番
号
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
あ
る

官
行
な
ど
の
施
設
に
運
ば
れ
る
物
資
の
荷
に
は
複
数
の
付
札
が
付
さ
れ
て
い
て
、
（２６
）

倹
収
の
際
に
取
り
除
か
れ
る
付
札
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
番
号
札
の
ほ
か
に
、
荷
物
に
は
品
日

・
数
量

。
人
名
な
ど
を
書
い

た
付
札
が
付
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
あ
る
い
は
そ

う
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
貢
進
物
が
こ
の
遺
跡
す
な
わ
ち
施
設
内
に
搬
入

。
検

収
さ
れ
、
保
管
さ
れ
る
段
階
で
、
例
え
ば
倉
庫
な
ど
に
お
け
る
管
理
の
必
要
上
、

1・ 2号木簡
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番
号
を
明
記
し
て
付
け
た
札
、
い
わ
ゆ
る
物
品
付
札
の

一
種
か
と
も
推
測
さ
れ

る
。
な
お
断
定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
ど
ち
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今

一
点

（四
号
）
は
、

「
□
□
□
□
神
丸
」
　
　
　
　
　
　
ド
８
×
鶴
ｉ
送

×
９
　
　
　
　
ｏ
留

と
い
う
木
簡
で
あ
る
。
大
き
い
文
字
を
想
定
す
れ
ば
四
文
字
あ
る
い
は
五
文
字

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
比
較
的
判
読
し
や
す
い
下
の
二
文
字
の
大
き

さ
と
上
部
の
不
鮮
明
な
部
分
に
表
面
の
摩
滅
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な

ら
、
六
文
字
の
可
能
性
が
高
い
。
現
状
は
下
の
二
文
字
以
外
は
墨
痕
が
不
鮮
明

で
、
ち
ょ
う
ど
文
字
の
箇
所
の
真
中
に
組
い
割
れ
目
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
判

読
は
難
し
い

（実
測
図
参
照
）。

一

判
読
で
き
る
二
文
字
は
人
名
の
一
部
か
と
推
定
さ
れ
る
。
物
品
名

・
数
量
な

ど
は
認
め
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
こ
の

「神
丸
」
が
人
名
の
末
尾
で
、
上
に
は
残

画
が
四
文
字
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
人
名
の
他
の
部
分
、
つ
ま
り
氏
の
名

が
二
文
字
記
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
何
が
記
さ
れ
た
か
は

輔剰律輩申独纂め中彰ネル鞠均イこ出囃ウ坤卸卯蜂購ゆ疇喩蜘輸む「醐義

が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
字
数
か
ら
推
し
て
、
郡
郷
名
が
フ
ル
に
記

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
い
は
付
札
の
事
例
か
ら
は
、
秋
田
城

鋤
靱
れ
林
鞠
つ
れ
”
数
線
霧
均
４
戦
人
「簿
嚇
肘
燒
職
療
働
螂
薪
ゆ
辮
〕
翔
【
沖
ｏ

郡
郷
名
が
多
分
直
接
に
書
か
れ
な
か
っ
た
の
は
物
品
が
出
荷
さ

れ
、
運
ば
れ
た
こ
の
遺
跡
の
地
が
郡
郷
レ
ベ
ル
以
下
の
施
設
な

り
機
能
な
り
の
存
在
で
あ

っ
て
、
郷
毎
の
区
別
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
物
品
の
数
量
が
明
記
さ
れ
な
い
の
も
、

こ
の
時
こ
こ
に
集
め
ら
れ
る
物
品
は
、
例
え
ば
米
五
斗
な
ど
と

一
定
量
が
決
ま
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
木
簡
に

四
文
字
程
度
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
人
名
だ
け
で

あ

っ
た
疑
い
も
存
す
る
。
地
方
出
上
の
類
似
し
た
付
札
木
簡
で

人
名
の
み
の
事
例
は
伊
場
遺
跡
や
山
垣
遺
跡
出
上
の
木
簡
の
中

に
あ
り
、
貢
進
物
付
札
と
考
え
ら
れ
続
．

こ
う
し
て
こ
の
人
名
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
木
簡
の
記
或
内

一

ф ―

―

―

―

―

O―

3・ 4号木簡



下曽我遺跡と出土木簡

容
な
い
し
書
式
は
明
確
で
な
い
が
、
形
状
か
ら
付
札
木
簡
と
見
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
付
札
が
い
か
な
る
物
品
に
付
い
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
国
学

院
大
学
の
二
点
は
文
字
が
不
明
瞭
で
、
上
下
端
と
も
折
損
し
て
い
る
の
で
木
簡

の
性
格
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
が
、　
こ
の
本
簡

（四
号
）
お
よ
び

前
記
の
一
点

全
二
号
）
は
法
量
を
異
に
す
る
も
の
の
、
形
状
は
共
通
す
る
。

こ
の
形
状
に
着
目
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
じ
ょ
う
べ
の
ま
遺
跡
、
胆
沢
城
跡
な

ど
か
ら
出
土
す
る
白
米
の
付
札
、
さ
ら
に
長
岡
京
跡
出
上
の
越
前

。
近
江

・
美

濃
な
ど
か
ら
貢
進
さ
れ
た
白
米
の
付
札
に
類
似
し
た
特
徴
を
有
す
る
こ
と
に
気

（３０
）

付
く
。
先
の
伊
場
遺
跡
出
上
の
人
名
の
み
の
付
札
も
同
様
の
形
状
を
示
す
。
こ

の
よ
う
な
上
端
を
山
形
に
し
て
、
下
端
を
両
側
面
か
ら
削
り
尖
ら
せ
る
形
状
が

地
方
の
米
の
付
札
に
共
通
す
る
特
徴
的
な
木
簡
で
あ
る
こ
と
は
既
に
平
川
南
氏

に
よ
っ
て
留
意
さ
れ
て
お
り
、
米
の
付
札
に
は

一
定
の
規
格
や
雛
型
の
頒
布
な

ど
が
あ

っ
た
こ
と
が
十
分
想
定
で
き
そ
う
な
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
衛
．

下
曽
我
の
二
点
の
付
札
木
簡
も
米
の
付
札
で
あ

っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
遺
跡

の
性
格
に
つ
い
て
も
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
下

曽
我
遺
跡
は
古
代
の
相
模
国
足
下
郡
に
お
け
る
米
の
出
荷
先
、
そ
れ
も
単
な
る

集
落
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
米
の
貢
進
あ
る
い
は
収
納

・
保
管
、
あ
る
い
は

支
出

。
消
費
な
ど
に
関
連
す
る
施
設
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
し
か
も

私
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
墨
書
土
器
の
多
い
こ
と
う
な
か
で

も
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
須
恵
器
界
の
林
部
外
側
に
朱
の
痕
跡
の
あ
る
も
の

が

一
点
存
在
す
る
こ
と
が
、
そ
こ
が
地
域
に
お
け
る
書
記
を
擁
す
る
文
書
行
政

の
場
で
あ

っ
た
事
実
を
示
唆
す
る
点
か
ら
も
推
定
で
き
る
。

形
態
上
、
木
簡
に
類
し
た
、
矩
形
の
材
の
一
端

（上
端
）
の
左
右
に
切
り
込

み
を
も
つ
付
札
状
木
製
品
は
国
学
院
大
学
に
五
点
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に

一
点
あ
る
。
前
者
は
法
量
を

一
括
す
る
と
、
九
四
ぞ
八
四
×
二
七
ぞ
二
五
×
一

〇
ｉ
七
で
、
後
者
は
七
五
×
二
九
×
七
で
あ
り
（単
位
は
ヽヽヽ
リ
メ
ー
ト
ル
）
、
木
簡

の
〇
三
二
型
式
と
同
類
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
墨
書
は
な
い
。
付
札
状
木
製
品
は

用
途
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
全
国
的
に
見
る
と
、
地
方
の
官
衛
も
し
く
は
そ
れ

（３２
）

に
準
じ
る
性
格
の
遺
跡
に
比
較
的
多
く
出
土
し
て
い
る
。

木
片
類
は
国
学
院
大
学
に
七
七
点
を
数
え
、
長
方
形
で
両
端
と
も
鋭
く
尖
ら

せ
た
も
の
二
点
、
小
形
短
形
の
も
の
な
ど
、
長
さ
三
〇
セ
ン
チ
程
か
ら
そ
れ
以

下
の
小
破
片
ま
で
様
々
で
あ
る
。
上
記
の
付
札
状
木
製
品
を
合
わ
せ
る
と
、
八

二
点
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
注
記
の
あ
る
六
七
点
に
つ
い
て
、
調
査
時
別
に
見

る
と
、
第

一
次

一
三
点
、
第
二
次
五
三
点
、
第
三
次

一
点
と
な
り
、
こ
の
種
の

木
製
品
や
木
片
が
第

一
次
と
第
二
次
に
多
く
出
土
し
、
第
三
次
に
は
少
な
か
っ

た
と
い
う
傾
向
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
土
地
点
は
両
端
を
尖
ら
せ
た

木
製
品
の
一
点
に

「井
戸
３
層
直
上
　
３７

・
８

・
２６
」
と
注
記
さ
れ
る
ご
と
く

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
僅
か
な
判
断
材
料
に
過
ぎ
な
い
が
、
木
製
品
な
ど
が
第

一

次

。
第
二
次
調
査
で
た
く
さ
ん
出
土
し
、
井
戸
と
そ
の
周
囲
に
多
か
っ
た
と
い

う
発
掘
参
加
者
た
ち
の
言
を
一異
付
け
る
。
埋
文
セ
ン
タ
ー
の
分
は
未
整
理
で
あ

る
が
、
板
状
の
小
木
片
は
お
よ
そ
二
〇
点
以
上
あ
る
。

墨
書
土
器
は
国
学
院
大
学
に
現
在
、
土
師
器
の
堺
な
ど
二
二
点
、
須
恵
器

一



二
点
あ
る
。
文
字
は
、
毛

（三
点
）
永
東

（三
点
）
東

（四
点
）
圭
？

（三
点
、
一

点
は
一
個
体
に
二
か
所
）
田

（二
点
）
井

（二
点
）
永
毛
？
　
子
　
大
家
　
堂
？
寺

？
巳
　
門
　
木
　
○
な
ど
と
判
読
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
注
記
の
あ
る
も
の
は
第

一
次

一
三
点
、
第
二
次
二
点
、
第
三
次
二
点
で
あ
る
。
埋
文
セ
ン
タ
ー
に
は
土

師
器
の
芥
な
ど
五
点
、

須
恵
器
五
点
が
あ
る
。　
文
字
は
、

毛
　
子
　
子
と
十

全

個
体
）
南
？
十
万

（
一
個
体
に
二
か
所
）
生
山
　
建
？
な
ど
と
読
め
る
。
朱
書

の
一
点
は
判
読
で
き
な
い
。

毛

・
大
家

・
廿
万
な
ど
は
ほ
か
の
遺
跡
に
も
例
が
あ
り
、
堂

・
寺
は
確
実
に

判
読
し
切
れ
な
い
も
の
の
遺
跡
の
性
格
に
か
か
わ
る
か
も
し
れ
な
い
点
で
、
い

ず
れ
も
見
過
ご
し
難
い
文
字
資
料
で
あ
る
。
国
学
院
大
学
の
墨
書
土
器
の
う
ち
、

注
記
の
あ
る

一
七
点
は
、
第

一
次
が

一
三
点
、
第
二
次
が
二
点
、
第
三
次
が
二

点
で
、
第

一
次
調
査
時
の
出
上
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
ら
の
墨
書
土
器
類
の

年
代
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
前
半
な
い
し

一
〇
世
紀
に
入
る
と
い
蛹
．
埋
文
セ

ン
タ
ー
の
上
器
全
体
の
年
代
は
、
八
世
紀
後
半
を
中
心
と
し
、
九
世
紀
の
も
の

が
少
な
い
と
い
い
、
墨
書
土
器
に
限
る
と
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
前
半
の
も
の
と

（３４
）

い
う
。
こ
の
ほ
か
、
双
方
に
灰
釉
陶
器
や
緑
釉
陶
器
の
破
片
が
あ
る
が
、
国
学

院
大
学
の
灰
釉
陶
器
は
九
世
紀
後
半
な
い
し

一
〇
世
紀
が
多
く
、
緑
釉
陶
器
は

九
世
紀
い
っ
ぱ
い
の
も
の
で
あ
る
と
い
勇
．
ま
た
獣
脚
の
形
を
し
た
断
片
は
越

州
窯
を
模
し
た
三
足
重
の
可
能
性
が
あ
り
、
興
味
を
引
く
。
埋
文
セ
ン
タ
ー
に

は
瓦
片
も
多
数
あ
り
、
千
代
廃
寺
の
瓦
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
奈
良
時
代

を
通
↓
て
存
在
し
た
同
寺
が
平
安
時
代
初
期
に
廃
さ
れ
、
こ
の
遺
跡
で
瓦
が
利

（３６
）

用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
こ
の
遺
跡
の
中
心
と
な
る
時
代
の
一
つ
が
、
最
大
幅
を
取
る
と
、

八
世
紀
か
ら
九
世
紀
、
さ
ら
に
は

一
〇
世
紀
に
わ
た
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

五

迫退

跡

の

性

格

八
ｉ

一
〇
世
紀
、
奈
良

・
平
安
時
代
に
お
け
る
下
曽
我
遺
跡
の
性
格
を
め
ぐ

っ
て
は
、
発
掘
当
時
よ
り
現
在
ま
で
諸
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
遺

跡
を
集
落
と
見
る
説
は
発
掘
調
査
に
あ
た
っ
た
赤
星
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

同
氏
は
西
の
集
落
か
ら
丼
戸
、
さ
ら
に
東
の
沼
縁
が
洗
い
場
と
な
っ
て
い
て
、

そ
こ
に
至
る
と
こ
ろ
が
姿
を
現
し
た
と
し
、
そ
の
頃

（平
安
初
期
と
す
る
）
は
既

に
千
代
の
寺
院
は
廃
れ
て
い
た
と
い
労
．
こ
れ
は
樋
口
氏
ら
も
同
じ
で
、
第

一

次
調
査
の
あ
と
、
井
戸
周
辺
に
何
ら
か
の
建
築
物
を
想
定
し
た
ぶ
し
が
あ
る
が
、

第
二
次
調
査
は
住
居
あ
る
い
は
集
落
の
検
出
を
目
的
と
し
た
の
で
あ

っ
編
呼

こ
れ
に
対
し
て
相
模
国
府
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
あ
る
永
塚
や
千

代
の
あ
た
り
を
古
代
国
府
な
ど
の
所
在
地
に
比
定
す
る
考
え
は
、
地
元
の
研
究

者
の
間
に
早
く
か
ら
あ

っ
た
。
そ
の
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
は
、
上
述
の
長
谷

川
晴
康
氏
が

一
九
四
二
年
、
そ
れ
ま
で
の
千
代
と
そ
の
周
辺
を
師
長
国
造
の
本

拠
で
、
大
化
以
後
国
造
は
郡
司
と
な
っ
て
存
続
し
た
と
す
る
片
岡
永
左
衛
門

・

中
山
毎
吉
各
氏
ら
先
学
の
考
え
を
発
展
さ
せ
、
こ
と
に
千
代
と
当
時
の
海
老
名

村

（現
海
老
名
市
）
国
分
の
立
地

・
地
名

。
神
社

・
寺
院

・
瓦

。
駅
家
な
ど
に
類



下曽我遺跡と出土木簡

似
点
の
多
い
こ
と
を
任
摘
し
た
論
考
が
あ
続
．
こ
の
説
は
主
眼
が
国
造
の
遺
跡

に
あ
る
が
、
国
府

・
郡
家
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
多
様
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
。

一
九
五
七
年
に
は
長
谷
川
英
麿
氏
が
軽
部
慈
恩
氏
の
千
代
廃
寺
は
東
大
寺
式
の

伽
藍
配
置
で
あ
る
と
の
説
を
受
け
て
、
千
代
台
付
近
に
府
中
道

・
国
府
津

。
光

海

。
国
分
田
な
ど
の
地
名
が
残
る
こ
と
、
古
代
の
坂
本
駅

（南
足
柄
市
怒
田
）
か

ら
小
総
駅

（国
府
津
）
へ
至
る
官
道
が
通
る
こ
と
、
そ
の
他
を
挙
げ
て
、
国
府

・

国
分
寺
な
ど
が
あ

っ
た
可
能
性
に
触
れ
て
い
繍
〕

そ
の
後
、　
一
九
七
四
年
、
木
下
良
氏
は
千
代
廃
寺
が
国
分
寺
で
あ
る
と
の
軽

部
氏
や
石
田
茂
作
氏
の
説
、
長
谷
川
氏
も
挙
げ
た
国
府
の
遺
称
地
名
の
分
布
、

地
割
り
、
そ
し
て
下
曽
我
遺
跡
の
存
在
な
ど
を
考
え
併
せ
て
、
海
老
名
国
府
を

否
定
し
、
千
代

。
永
塚
の
一
帯
に
初
期
の
相
模
国
府
が
所
在
し
た
と
み
な
す
見

解
を
出
し
続
¨
木
下
氏
の
説
は
歴
史
地
理
学
的
見
地
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
諸
家

の
中
に
あ

っ
た
様
々
な
想
定
を
国
府
お
よ
び
国
分
寺
に
絞

っ
て
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
の
有
力
な
根
拠
の
一
つ
と
し
た
こ
の
遺
跡
自
体
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
詳
論
し
て
い
な
い
。

木
下
氏
は
同
時
に
郡
家
説
を
も
示
唆
し
た
。
湖

っ
て
長
谷
川
晴
康
氏
も
国
造

の
後
身
と
し
て
の
郡
司

。
郡
家
の
遺
跡
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
ほ
か
、
地
元
に
は
余
綾
軍
団
、
小
総
駅
家
な
ど
の
説
が
古
く
か
ら
あ
初
．

従
来
、
足
下
郡
家

（郡
衡
）
が
あ

っ
た
と
す
る
説
は
い
ち
い
ち
論
拠
を
述
べ

（補
注
）

て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
下
曽
我
遺
跡
と
そ
の
出
土
遺
物
は
僅
か
な
が
ら

そ
の
手
掛
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
郡
家
あ
る
い
は
地
方
官
符
に

関
連
す
る
施
設
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
所
見
を
記
す
。

遺
跡
は
土
器
の
年
代
観
か
ら
奈
良

・
平
安
時
代
に
間
違
い
な
く
、
遺
物
は
木

簡
以
外
に
、
墨
書
土
器

・
朱
書
土
器

・
緑
釉
土
器

・
灰
釉
土
器

・
銭
貨

・
付
札

状
木
製
品
な
ど
、

一
般
的
な
特
徴
か
ら
推
量
す
れ
ば
、
単
な
る
集
落
以
上
の
、

官
衛

・
官
人
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
木
簡
の
性
格

・
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
二
点
の
み
か
ら
の
推
測
は
問
題
が
あ
る
が
、
上

に
見
た
よ
う
に
郡
郷
レ
ベ
ル
か
、
そ
れ
以
下
の
何
か
の
施
設
が
付
近
に
存
在
し

た
。
そ
こ
で
は
少
な
く
と
も
米
の
収
納

・
勘
検

・
支
出
に
関
す
る
実
務
が
行
な

わ
れ
た
。
米
を
収
蔵
す
る
倉
庫
状
建
物
は
検
出
さ
れ
な
い
が
、
郡
家
に
は
正
倉

が
付
属
し
て
設
置
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
正
倉
も
し
く
は
そ
れ
を
管
理
す

る
施
設
、
つ
ま
り
郡
家
そ
の
も
の
か
、
そ
の
機
能
を
担
う
分
庁
が
付
近
に
所
在

し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憶
測
に
達
す
る
。
建
物
は
建
築
部
材
は
出
土
す
る

け
れ
ど
も
、
井
戸
に
伴
う
施
設
の
用
材
で
あ

っ
た
と
さ
れ
、
掘
立
柱
建
物
は
未

発
見
で
あ
る
。
し
か
し
瓦
の
出
土
は
そ
れ
相
応
の
建
物
の
存
在
し
た
可
能
性
を

物
語
る
。
検
出
さ
れ
た
顕
著
な
遺
構
は
格
別
丁
寧
に
造
ら
れ
、
利
用
さ
れ
続
け

た
井
戸
跡
く
ら
い
で
あ
り
、
遺
跡
は
集
落
の
は
ず
れ
か
と
み
な
さ
れ
る
が
、
そ

の
中
心
を
な
す
集
落
自
体
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
集
落

ひ
い
て
は
地
方
官
衝
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
低
台
地
中
央
か
、
そ
の
南
北
い
ず
れ

か
に
主
体
部
が
展
開
し
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
下
曽
我
遺
跡
の
調
査

以
後
、
現
在
ま
で
県
立
埋
文
セ
ン
タ
ー
と
小
田
原
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
、
遺

跡
の
隣
接
地
で
あ
る
病
院
内
お
よ
び
付
近
の
台
地
な
ど
の
部
分
的
な
発
掘
調
査



が
何
度
か
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
奈
良

・
平
安
時
代
に
相
当
す
る
関
連
の
遺
構

・
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
幅
．

遺
跡
の
立
地
は
初
め
に
見
た
通
り
い
永
塚
低
台
地
の
傾
斜
面
か
ら
平
地
に
か

け
て
で
あ
り
、
西
に
酒
匂
川
、
東
に
低
沼
地
が
あ

っ
た
。
郡
家
が
全
国
的
に
見

て
台
地
や
微
高
地
に
営
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
近
年
の
遺
跡
の
事
例
に
よ

く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
遺
跡
も
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
遺
跡
の
ニ
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
余
り
南
に
国
府
津
が
あ
る
０
国
府
津
は
国
府
の
港
と
し
て
官
人
の
往
来
、

物
資
の
輸
送
な
ど
に
役
割
を
果
し
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
相
模
国
の
国
府
津

は
室
町
時
代
の
文
献
に
郡
水
と
も
表
記
す
る
例
が
あ
り
、
郡
家
の
港
＝
郡
津
の

可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
続
．
つ
ま
り
国
府
津
と
い
う
地
名
は
国
府
に

ち
な
む
も
の
で
な
く
、
近
く
に
足
下
郡
家
の
存
在
し
た
事
実
を
傍
証
す
る
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に
―
―
下
曽
我
木
鴛
の
意
義
―
―

下
曽
我
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
が
伝
え
る
内
容
は
す
こ
ぶ
る
零
細
で
あ
り
、

遺
跡
が
集
落
の
一
部
で
あ
る
と
し
て
も
、
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
た
訳
で
な
く
、

仮
に
近
辺
に
何
か
の
建
物
を
想
定
し
た
に
し
て
も
そ
れ
を
特
定
す
る
証
左
と
は

な
ら
な
い
た
め
、
遺
跡
の
性
格
を
確
定
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。

敢
え
て
木
簡
と
そ
の
他
の
出
土
品
を
主
な
状
況
証
拠
と
し
て
考
慮
を
め
ぐ
ら

せ
ば
、
相
模
国
足
下
郡
家
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
係
す
る
官
行
施
設
が
あ

っ
た
可

能
性
が
高
い
と
の
判
断
を
導
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
に
出
上
し

た
木
簡
も
遺
跡
の
内
容
を
追
究
す
る
上
で
重
要
な
材
料
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

今
日
か
ら
三
〇
年
程
前
に
行
わ
れ
た
こ
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
と
そ
の
後
の
経

過
に
多
く
の
問
題
を
争
む
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
本
論
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う

に
関
東
地
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
全
国
で
も
最
も
初
期
に
木
簡
が
出
土
し
た

こ
と
が
注
目
に
値
し
よ
う
。
下
曽
我
の
木
簡
は

一
九
六
〇
年
六
月

一
二
日
か
ら

二

一
日
ま
で
の
国
学
院
大
学
に
よ
る
発
掘
、
つ
い
で
六
月
二
二
日
か
ら
二
七
日

ま
で
の
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
井
戸
周
辺
か
ら

出
土
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
日
本
で
知
ら
れ
る
木
簡
の
中
で

最
古
の
発
見
と
さ
れ
る
の
は
、　
一
九

一
三
年
の
秋
田
県
大
山
市
の
怒
遺
跡
か
ら

（４５
）

出
上
し
た
二
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

一
九
二
八
年
の
三
重
県
多
度
町
の
柚
井
遺

跡
出
上
の
三
点
、
三
〇
年
の
秋
田
県
仙
北
町
の
払
田
柵
跡
出
上
の
二
点
が
次
ぐ
。

下
曽
我
木
簡
は
そ
の
次
に
早
く
、
四
例
目
の
出
上
で
あ
る
一
こ
れ
は
周
知
の
、

戦
後
、

木
簡
研
究
の
契
機
と
な

っ
た
平
城
宮
跡
第
五
次
調
査
で
上
坑

（ｓ
Ｋ
二

一
九
）
か
ら
四
〇
点
の
木
簡
が
出
上
し
た

一
九
六

一
年

一
月
の
時
点
よ
り
も
六

か
月
以
上
早
い
こ
と
に
な
る
。

戦
前
か
ら
の
木
簡
の
発
見
と
調
査
研
究
の
事
例
が
ま
だ
埋
も
れ
て
い
る
か
も

し
れ
ず
、
そ
れ
が
今
後
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
下
曽
我

木
簡
も
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
憾
み
が
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
木
簡
は

平
城
宮
跡
や
そ
の
後
の
出
土
木
簡
の
よ
う
に
古
代
史
研
究
に
対
応
し
た
研
究
の



対
象
に
な
ら
ず
、
時
日
を
費
や
し
て
き
た
。
木
簡
研
究
の
端
緒
と
な
り
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
木
簡
と
そ
れ
を
出
し
た
遺
跡
は
、
日
本

で
考
古
学
が
歴
史
学
の

一
翼
を
担
う
学
問
と
し
て
学
界
内
外
で
の
市
民
権
を
獲

得
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
調
査
に
属
す
る
こ
と
は
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
戦
後
初
め
て
見
付
け
ら
れ
た
木
簡
と
し
て
永
く
記
憶
に
と
ど
め

ら
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

注（１
）

神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
所
蔵
赤
星
ノ
ー
ト
　
一
〇
六

（２
）

長
谷
川
晴
康

「師
長
国
造
址
考
」
翁
郷
土
神
奈
川
』

一
十
三
）

（３
）

赤
星
直
忠

「
勝
福
寺
の
古
瓦
を
尋
ね
て
」
３
郷
土
神
奈
川
』
二
十

一
二
）

（４
）

『
千
代
遺
跡
出
土
土
製
品
、
日
玉
に
つ
い
て
』
『千
代
遺
跡
の
上
器
』
『
小
田
原

市
千
代
台
遺
跡
発
掘
略
報
』

（５
）

赤
星
直
忠

「
小
田
原
市
下
曽
我
病
院
内
遺
跡
概
報
」

翁
横
須
賀
考
古
学
会
年

拉秘
』
　一ハ
）

（６
）

調
査
期
日
は
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
保
管
の
調
査

（発
見
）
台

帳
、
国
学
院
大
学
の
発
掘
調
査
参
加
学
生
に
よ
る
調
査
日
誌
、
赤
星
直
忠

「神
奈

川
県
小
田
原
市
下
曽
我
低
地
遺
跡
」

翁
日
本
考
古
学
年
報
』
一
三
）、
赤
星
直
忠

・
注

（５
）
報
文
な
ど
に
見
え
る
が
、
様
々
で
あ
り
、
必
ず
し
も
確
定
的
で
は
な

い
。
以
下
同
じ
。

（７
）

赤
星
直
忠

「考
古
調
査
略
報
」

翁
神
奈
川
県
文
化
財
調
査
報
告
』
二
七
）、　
国

学
院
大
学
な
ら
び
に
曽
我
病
院
所
蔵
の
ア
ル
バ
ム
な
ど
。

（８
）

赤
星
直
忠

・
注

（５
）
報
文
、
同
・
注

（７
）
報
文

（９
）

赤
星
直
忠

・
注

（５
）
報
文
、
同

・
注

（６
）
報
文

（１０
）

赤
星
直
忠

・
注

（５
）
報
文
、
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
二
〇
所
載
の
井
戸
実

測
図
参
照
。

樋
口
清
之

・
大
脇
直
泰

・
周
東

一
也

。
金
子
皓
彦

「
小
田
原
市
下
曽
我
遺
跡
第

三
次
発
掘
調
査
」
翁
日
本
考
古
学
協
会
昭
和
三
七
年
度
大
会
　
研
究
発
表
要
旨
し

発
掘
参
加
者
の
山
田
実
氏
に
よ
る
。

樋
口
清
之

・
大
脇
直
泰

・
山
田
実

「神
奈
川
県
小
田
原
市
下
曽
我
遺
跡
」
翁
日

本
考
古
学
年
報
』

一
四
）

山
田
実
氏
に
よ
る
。

樋
口
清
之

・
大
脇
直
泰

・
山
田
実

「
神
奈
川
県
小
日
原
市
下
曽
我
遺
跡

（第
二

次
調
査
と

（『
日
本
考
古
学
年
報
』

一
五
）

樋
口
清
之
ほ
か

。
注

（Ｈ
）
報
文

『
目
学
院
大
学
考
古
学
資
料
室
要
覧
』

一
九
七
三
　
下
曽
我
遺
跡
出
土
遺
物
、

の
ち

『
考
古
学
資
料
図
録
』
Ｉ

〈
一
九
七
八
年
〉
に
再
録
。
た
だ
し
解
説
は
省
略

さ
れ
て
い
る
。

ア
ル
ノミ
ム
、
山
田
実
氏
な
ら
び
に
管
我
病
院
小
林
米
子
氏
に
よ
る
。

青
木
豊
氏
に
よ
る
。

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
保
管
の
調
査

（発
見
）
届
の
台
帳
な
ど
。

神
奈
川
県
立
博
物
館
川
口
徳
治
郎
氏
に
よ
る
。

神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
小
川
裕
久
氏
に
よ
る
。

『
国
学
院
大
学
考
古
学
資
料
室
要
覧
』

一
九
七
三
　
下
曽
我
遺
跡
参
照
。

『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
二
〇
、
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編

『
木
簡
―
古

代
か
ら
の
メ
ン
セ
‐
ジ
ー
』
参
照
。

神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
木
簡
二
点
の
実
測
図
は
同
セ
ン
タ
ー
伊

丹
徹
氏
に
作
成
し
て
頂
い
た
。

東
野
治
之

「
古
代
税
制
と
荷
札
木
簡
」
Ｇ
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
し
、
高
島
英

之

「
地
方
出
上
の
古
代
木
簡
に
つ
い
て
」
翁
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
研

究
紀
要
』
八
）

高
島
英
之

・
注

（２６
）
論
文

（
１１
）

（
２６

）

（
２７
）

下曽我地跡と出土木簡

25    24 23 22 21 20 19 18 17 16    15 14    13 12
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上1 40 39 38 37    36 35 34 33    32 31    30 29 28

『
第

一
人
回
古
代
城
柵
官
衝
遺
跡
検
討
会
資
料
』
参
照
。

高
島
英
之

。
注

（２６
）
論
文

『
富
山
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
』

Ⅲ
、
『
胆
沢
城
―
昭
和
六
二
年
度
発
掘
調

査
概
報
』
、
『
長
岡
京
木
簡
』

一
参
照
。

平
川
南

「
地
方
の
木
簡
」
翁
木
簡
―
古
代
か
ら
の
メ
ン
セ
ー
ジ
ー
し

高
島
英
之

「付
札
状
木
簡
に
つ
い
て
」
翁
居
村

「
放
生
木
簡
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
記
録
し

吉
田
恵
二
氏
に
よ
る
。

伊
丹
徹
氏
に
よ
る
。

吉
田
恵
二
氏
に
よ
る
。

『
小
田
原
市
千
代
台
遺
跡
発
掘
略
報
』
、

樋
口
清
之
ほ
か

。
注

（
１３
）
報
文
、

赤
星
直
忠

。
注

（５
）
報
文

赤
星
直
忠

。
注

（５
）
報
文

樋
口
清
之
ほ
か

。
注
（１３
）報
文

長
谷
川
晴
康

・
注

（２
）
論
文

長
谷
川
英
麿

「千
代
台
遺
跡
に
就
い
て
」
翁
郷
土
神
奈
川
』

一
十
三
）

木
下
良

「
相
模
国
府
の
所
在
に
つ
い
て
」
Ｇ
神
奈
川
大
学
人
文
研
究
』
五
九
）
。

な
お

一
九
八
〇
年
、
前
場
幸
治

「初
期
相
模
国
分
寺
考
」
翁
古
瓦
を
追
っ
て
　
相

模
国
分
寺

・
千
代
台
廃
寺
考
し

も
類
似
の
説
を
述
べ
る
。

（４２
）

長
谷
川
英
麿

。
注
（４０
）
論
文

（４３
）

『
小
田
原
市
文
化
財
調
査
報
告
陰
四

・
五

。
二
一
・
三
二
。
二
八

・
二
九

（４４
）

木
下
良

『
国
府
』

（４５
）

船
木
義
勝

・
新
野
直
吉

『
払
田
柵
の
研
究
』

（補
注
）

本
論
の
寄
稿
後
、
國
平
健
三

「
初
期
相
模
目
府
の
所
在
地
に
つ
い
て

（下
と

Ｇ
え
び
な
の
歴
史
』
二
）
が
公
に
な
っ
た
。

國
平
氏
は
下
曽
我
遺
跡
を
、　
八
世

紀
の
上
器

・
陶
器

・
木
製
品
類
に
注
目
し
て
官
衡
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

し
、
ま
た
千
代
廃
寺
が
屋
瓦
の
性
格
な
ど
か
ら
み
て
八
世
紀
初
頭
か
ら
九
世
紀
後

半
ま
で
の
国
分
寺
や
豪
族
の
私
寺
で
な
く
、
郡
衝
に
伴
う
郡
寺
で
あ
っ
た
と
推
測

す
る
こ
と
に
よ
り
、
足
下
郡
衡
で
あ
ろ
う
と
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。

付
記
　
本
論
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
機
関

・
関
係
者
に
格
別
の
ご
協
力

・

ご
教
示
を
頂
い
た
。
と
く
に
資
料
の
収
集

・
閲
覧

・
調
査
の
過
程
で
お
世
話
に
な
っ
た

神
奈
川
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課

・
神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ツ
ケ
ー

・
神
奈

川
県
立
博
物
館

・
国
学
院
大
学
考
古
学
資
料
館

・
横
須
賀
市
人
文
博
物
館

・
小
日
原
市

教
育
委
員
会
の
諸
氏
、
発
掘
調
査
に
関
し
て
聞
き
取
り
な
ど
に
快
く
応
じ
て
頂
い
た
曽

我
病
院
な
ら
び
に
発
掘
調
査
に
か
加
さ
れ
た
関
係
の
諸
氏
に
対
し
て
深
く
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。




